
○
総
務
省
告
示
第
百
五
十
一
号

科
学
技
術
研
究
調
査
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
甲
調
査
に
係
る
調
査
票
の
様
式
を
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
、
乙
調
査
に
係
る
調
査
票
の
様
式
を
様
式
第
三

号
並
び
に
丙
調
査
に
係
る
調
査
票
の
様
式
を
様
式
第
四
号
と
定
め
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

な
お
、
平
成
二
十
九
年
総
務
省
告
示
第
七
十
九
号
（
科
学
技
術
研
究
調
査
規
則
に
基
づ
く
、
調
査
票
の
様
式
を
定
め

る
件
）
は
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

金
子

恭
之



様式第一号









様式第二号









様式第三号









様式第四号
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